
１　行政職給料表

 (1) 職制上の段階ごとの職員数

（注）端数処理の関係上、構成比の合計が100％とならない場合がある

 (2) 級ごとの職員数及び職の内訳

（注）端数処理の関係上、構成比の合計が100％とならない場合がある

参事級

教育次長 0

所長 1
計 14

主査級

係長級

課長補佐級
室長 1

事務長 1
課長級

教育次長補佐 2
事務長補佐 2

園長
専門監 1

1

課長補佐

主事級

主査級

係長級

課長級

参事級

課長補佐級

合計

25

2級 27

1級

0.7

32 21.3

4級

3級

主任 1
主査 28
副主任教諭 2
教諭 1

計 29

１　主任の職務
２　主査の職務
３　主任社会福祉士、主任学芸員、
    主任英語指導員の職務
４　幼稚園の副主任教諭の職務

１　係長の職務
２　副主幹の職務
３　幼稚園の主任教諭の職務

係長

4主任教諭

計 32

32 21.3

15

主事級

職制上の段階

27

職名

内訳

（人）

4
1

4

主事 18
技師 2

技師 0

150 100.0

参事（兼教育次長） 1

計 1

0.71

合計

7級

合計

（人） （％）

52

１　主事、技師の職務
２　主事補、技師補の職務
３　社会福祉士、学芸員、英語指導員の職務
４　幼稚園の教諭の職務

１　高度の知識又は経験を必要とする
　　主事、技師の職務
２　高度の知識又は経験を必要とする
　　社会福祉士、学芸員、英語指導員の職務
３　高度の知識又は経験を必要とする
　　幼稚園の教諭の職務

16.7

級別職務分類表に規定する職務
（人） （％）

150 100.0

職制上の段階

級

34.7

29 19.3

22 14.7

14 9.3

　級及び職制上の段階ごとの職員数（令和８年４月１日時点）

1

１　課長補佐等の職務
２　認定こども園南方幼稚園長の職務
３　専門監の職務

１　参事の職務

計

16

教諭
社会福祉士

主事補
主事

25

課長 10
事務局長 1

18.0

13

5級

6級

10副主幹
19.329

教諭 5
社会福祉士 1
学芸員 1

計

22 14.7

計 22

所長補佐 2

１　課長等の職務
２　主幹の職務

14 9.3

主幹 1



２　医療職給料表（１）

  級ごとの職員数及び職の内訳

（注）端数処理の関係上、構成比の合計が100％とならない場合がある

0

4級

特に高度の知識又は経験を必要とする
国保金ケ崎診療所の所長の職務

0 0.0

合計 4 100.0
計

科長 2

計 2

3級

国保金ケ崎診療所の所長、副所長の職務

2 50.0

所長 1

2級

国保金ケ崎診療所の科長の職務

2 50.0

計 2

（人） （％） 職名 （人）

計 0

1級

医師、歯科医師の職務

0 0.0

級 級別職務分類表に規定する職務
合計 内訳

副所長 1



３　医療職給料表（２）

  級ごとの職員数及び職の内訳

（注）端数処理の関係上、構成比の合計が100％とならない場合がある

計 0

（人） （％） 職名 （人）
級 級別職務分類表に規定する職務

合計 内訳

1
診療放射線技師

1級

１　栄養士の職務
２　診療放射線技師、臨床検査技師、
　　理学療法士、作業療法士の職務
３　歯科衛生士、歯科技工士又は
　　あん摩マッサージ指圧師の職務

0 0.0

2級

１　薬剤師の職務
２　高度の知識又は経験を必要とする栄養士、
　　診療放射線技師、臨床検査技師、
　　理学療法士、作業療法士、
　　歯科衛生士等の職務

3 60.0

薬剤師

計 3

1
歯科衛生士 1

計 0

3級

１　高度の知識又は経験を有する薬剤師の職務
２　特に高度な知識と経験を有する栄養士、
　　診療放射線技師、臨床検査技師、
　　理学療法士、作業療法士、
　　歯科衛生士等の職務

0 0.0

4級

１　薬局主任の職務
２　主任栄養士、主任診療放射線技師、
　　主任臨床検査技師、主任理学療法士、
　　主任作業療法士、主任歯科衛生士等の職務

1 20.0

計

主任栄養士

1
合計 5 100.0

計

5級

１　特に高度の知識又は経験を必要とする
　　薬局主任の職務
２　特に高度の知識又は経験を必要とする
　　主任栄養士、主任診療放射線技師、
　　主任臨床検査技師、主任理学療法士、
　　主任作業療法士、主任歯科衛生士等の職務

1 20.0

主任臨床検査技師

1

1
1



４　医療職給料表（３）

  級ごとの職員数及び職の内訳

（注）端数処理の関係上、構成比の合計が100％とならない場合がある

（人） （％） 職名 （人）
級 級別職務分類表に規定する職務

合計 内訳

計 0

1級

准看護師の職務

0 0.0

3級

１　係長の職務
２　高度の知識又は経験を必要とする保健師、
　　看護師の職務
３　特に高度の知識又は経験を必要とする
　　准看護師の職務

3 14.3

計

5
看護師 5

2級

１　保健師、看護師の職務
２　高度の知識又は経験を必要とする准看護師
　　の職務

10 47.6

保健師

計

主任看護師 4
1

1
4級

１　課長補佐の職務
２　副主幹の職務
３　困難な業務を所掌する係長の職務
４　主任保健師、主任看護師の職務

7 33.3

主任保健師

副主幹

計

係長

合計 21 100.0

看護師長

5級

１　課長等の職務
２　主幹の職務
３　困難な業務を所掌する課長補佐の職務
４　保健師長、看護師長の職務
５　特に高度の知識又は経験を必要とする
　　主任保健師、主任看護師の職務

1 4.8

計 1

1

保健師 2
10

7

3

1

看護師 1



５　技能職給料表

  級ごとの職員数及び職の内訳

（注）端数処理の関係上、構成比の合計が100％とならない場合がある

（人） （％） 職名 （人）
級 級別職務分類表に規定する職務

合計 内訳

計 0

1級

１　道路工夫又はこれに相当する職務
２　用務員、調理員の職務

0 0.0

2級

１　自動車運転手の職務
２　ボイラー技士又は工手の職務
３　困難な業務を行う調理員、用務員、
　　その他技能職員の職務

1 0.0

用務員

1 20.0

用務員 1

計 0

計 2

用務員 2
計 1

計 1

合計 4 100.0

5級

１　特に高度の技能又は経験を必要とする
　　資格免許を有する自動車運転手の職務
２　前項に規定する者以外の技能職員で、
　　特に高度の知識、技能又は経験を
　　必要とする業務を行う者の職務

0 0.0

4級

１　相当の高度の技能又は経験を必要とする
　　自動車運転手の職務
２　相当の高度の技能又は経験を必要とする
　　作業を行う技能職員の職務

2 80.0

3級

１　高度の技能又は経験を必要とする
　　自動車運転手の職務
２　高度の技能又は経験を必要とする
　　作業を行う技能職員の職務

1


